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諮問第１２５号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  山 本 かおる 



‐２‐ 

（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和５年１２月３１日をもって満了するため、当該委員の

候補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 

 



‐３‐ 

諮問第１２６号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  池 原 ゆか里 



‐４‐ 

（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和５年１２月３１日をもって満了するため、当該委員の

候補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐５‐ 

諮問第１２７号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  岡   由 美 



‐６‐ 

（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和５年１２月３１日をもって満了するため、当該委員の

候補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐７‐ 

同意案第１２８号 

 

   固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

 住 所  東広島市 

 氏 名   橋 康 裕 

       

  



‐８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員の任期が令和５年９月３０日をもって満了

するため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第４２３条 

３ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務が

ある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村

の議会の同意を得て、市町村長が選任する。 

 



‐９‐ 

同意案第１２９号 

 

   固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  西 本 康 雄 

       

  



‐１０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市固定資産評価審査委員会委員の任期が令和５年９月３０日をもって満了

するため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第４２３条 

３ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務が

ある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村

の議会の同意を得て、市町村長が選任する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐１１‐ 

同意案第１３０号 

 

   東広島市御薗宇財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市御薗宇財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市御薗

宇財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第３８号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  長    毅 

        



‐１２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市御薗宇財産区管理委員の任期が令和５年１２月２５日をもって満了する

ため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市御薗宇財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐１３‐ 

同意案第１３１号 

 

   東広島市御薗宇財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市御薗宇財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市御薗

宇財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第３８号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  新 川 健 午 

        



‐１４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市御薗宇財産区管理委員の任期が令和５年１２月２５日をもって満了する

ため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市御薗宇財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐１５‐ 

同意案第１３２号 

 

   東広島市御薗宇財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市御薗宇財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市御薗

宇財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第３８号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  高 松  行 

        



‐１６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市御薗宇財産区管理委員の任期が令和５年１２月２５日をもって満了する

ため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市御薗宇財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐１７‐ 

同意案第１３３号 

 

   東広島市御薗宇財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市御薗宇財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市御薗

宇財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第３８号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  城 信   誠 

        



‐１８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市御薗宇財産区管理委員の任期が令和５年１２月２５日をもって満了する

ため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市御薗宇財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 

 



‐１９‐ 

同意案第１３４号 

 

   東広島市御薗宇財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市御薗宇財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市御薗

宇財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第３８号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  倉 田 和 彦 

       

  



‐２０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市御薗宇財産区管理委員の任期が令和５年１２月２５日をもって満了する

ため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市御薗宇財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐２１‐ 

同意案第１３５号 

 

   東広島市御薗宇財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市御薗宇財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市御薗

宇財産区管理会条例（昭和５４年東広島市条例第３８号）第３条の規定により、議

会の同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  藏 田 敏 己 

       

  



‐２２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市御薗宇財産区管理委員の任期が令和５年１２月２５日をもって満了する

ため、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市御薗宇財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐２３‐ 

同意案第１３６号 

 

   東広島市竹仁財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市竹仁財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市竹仁財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４０号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  栗 本 幸 夫 

       

  



‐２４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市竹仁財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市竹仁財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐２５‐ 

同意案第１３７号 

 

   東広島市竹仁財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市竹仁財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市竹仁財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４０号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  森 實 繁 憲 

       

  



‐２６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市竹仁財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市竹仁財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐２７‐ 

同意案第１３８号 

 

   東広島市竹仁財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市竹仁財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市竹仁財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４０号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  宮 本   隆 

       

  



‐２８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市竹仁財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市竹仁財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐２９‐ 

同意案第１３９号 

 

   東広島市竹仁財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市竹仁財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市竹仁財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４０号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  門 長 秋 次 

       

  



‐３０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市竹仁財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市竹仁財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐３１‐ 

同意案第１４０号 

 

   東広島市竹仁財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市竹仁財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市竹仁財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４０号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  西 丸   宏 

       

  



‐３２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市竹仁財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市竹仁財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐３３‐ 

同意案第１４１号 

 

   東広島市竹仁財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市竹仁財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市竹仁財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４０号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  井 上 富 雄 

       

  



‐３４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市竹仁財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市竹仁財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐３５‐ 

同意案第１４２号 

 

   東広島市久芳財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市久芳財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市久芳財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４２号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  橋 川 孝 志 

       

  



‐３６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市久芳財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市久芳財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐３７‐ 

同意案第１４３号 

 

   東広島市久芳財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市久芳財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市久芳財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４２号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  見 越 邦 明 

       

  



‐３８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市久芳財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市久芳財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐３９‐ 

同意案第１４４号 

 

   東広島市久芳財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市久芳財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市久芳財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４２号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  佐々木   勇 

       

  



‐４０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市久芳財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市久芳財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐４１‐ 

同意案第１４５号 

 

   東広島市久芳財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市久芳財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市久芳財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４２号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  亀 井   彰 

       

  



‐４２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市久芳財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市久芳財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐４３‐ 

同意案第１４６号 

 

   東広島市久芳財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市久芳財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市久芳財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４２号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  原 田 順 司 

       

  



‐４４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市久芳財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市久芳財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐４５‐ 

同意案第１４７号 

 

   東広島市久芳財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市久芳財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市久芳財

産区管理会条例（平成１６年東広島市条例第４２号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  福 馬 紀 生 

      

  



‐４６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市久芳財産区管理委員の任期が令和５年１２月２０日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市久芳財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐４７‐ 

議案第１４８号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例（平成２６年東広島市条例第

５号）に基づき設置された東広島芸術文化ホールの管理を指定管理者に行わせるた

め、次のとおり指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島芸術文化ホール ＪＣＤ・ＮＨＫアート・日

本管財共同企業体 

代表者 

株式会社ＪＴＢコミュニケ

ーションデザイン 

代表取締役 古野 浩樹 

構成員 

株式会社エヌ・エイチ・ケ

イ・アート 

代表取締役 平田 恭佐 

日本管財株式会社 

代表取締役 福田 慎太郎 

大阪府大阪市中央区久

太郎町二丁目１番２５

号 

２ 指定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 



‐４８‐ 

 （提案理由） 

 東広島芸術文化ホールの管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定を

することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



‐４９‐ 

議案第１４９号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市立美術館の設置及び管理に関する条例（平成３１年東広島市条例第５

号）に基づき設置された東広島市立美術館の管理を指定管理者に行わせるため、次

のとおり指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市立美術館 株式会社イズミテクノ 

代表取締役 本田 雅彦 

広島市西区商工センター

二丁目３番１号 

２ 指定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 



‐５０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市立美術館の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をする

ことについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



‐５１‐ 

議案第１５０号 

 

   請負契約の締結について 

 

 令和５年度交通結節点改善事業西高屋駅南北線（自由通路）整備工事の請負契約

を次のとおり締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

令和５年度交通結節点改善事業西高屋駅南北線（自由通路）整備工事 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

  ３億９,２２８万２,０００円 

４ 契約の相手方 

  東広島市西条上市町５番２６号 

  楠本建設株式会社 

  代表取締役 新 開 信 之 

  



‐５２‐ 

 （提案理由） 

 令和５年度交通結節点改善事業西高屋駅南北線（自由通路）整備工事の請負契約

を締結するに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会の

議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 



‐５３‐ 

議案第１５１号 

 

   請負契約の締結について 

 

令和５年度八本松駅前土地区画整理事業八本松駅前造成工事（５－２）の請負契

約を次のとおり締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

令和５年度八本松駅前土地区画整理事業八本松駅前造成工事（５－２） 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

４億７００万円 

４ 契約の相手方 

東広島市西条土与丸一丁目５番５５号 

シンクコンストラクション株式会社 

代表取締役 正 路 隆 弘 

  



‐５４‐ 

 （提案理由） 

 令和５年度八本松駅前土地区画整理事業八本松駅前造成工事（５－２）の請負契

約を締結するに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会

の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。



‐５５‐ 

議案第１５２号 

 

   請負契約の締結について 

 

 令和５年度小学校施設整備事業西条小学校増築及び改修工事（建築）の請負契約

を次のとおり締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  令和５年度小学校施設整備事業西条小学校増築及び改修工事（建築） 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

  ６億９,１７６万８,０００円 

４ 契約の相手方 

  神垣組・平原建設特定建設工事共同企業体 

  代表構成員 呉市広文化町１－３２ 

        株式会社神垣組 

        代表取締役 神 垣 良 子 

  構 成 員 東広島市西条土与丸四丁目２番４８号 

        平原建設株式会社 

        代表取締役 大 武 麻吏那 

 



‐５６‐ 

 （提案理由） 

 令和５年度小学校施設整備事業西条小学校増築及び改修工事（建築）の請負契約

を締結するに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会の

議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。



‐５７‐ 

議案第１５３号 

 

   委託契約の締結について 

 

 （仮称）八本松スマートインターチェンジ工事等委託に関する細目協定を次のと

おり締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議

決を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  （仮称）八本松スマートインターチェンジの設置に係る工事等 

２ 契約の方法 

  随意契約 

３ 契約金額 

  ２億４,５４５万３,９１０円 

４ 契約の相手方 

  広島市安佐南区緑井二丁目２６番１号 

西日本高速道路株式会社 中国支社 

支社長 赤 松 邦 康 

  



‐５８‐ 

 （提案理由） 

 （仮称）八本松スマートインターチェンジ工事等委託に関する細目協定を締結す

るに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会の議決を求

めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 



‐５９‐ 

議案第１５４号 

 

   事業契約の変更について 

 

 令和元年１１月１５日議決第２１０号により議決を経た東広島市立小中学校空調

設備整備事業の事業契約を次のとおり変更することについて、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 ２４億１,６３４万５,１５７円」を「３ 契約金額 ２４億

１,７７２万９,６３０円」に改める。 

 



‐６０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市立小中学校空調設備整備事業の事業契約について、その事業契約の定め

るところにより、維持管理の対価についての価格変動に係る指数が、当該事業契約

に定める数以上であることに伴い、当該対価の額を改定する必要が生じたため、事

業契約金額を変更することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 

第１２条 地方公共団体は、事業契約でその種類及び金額について政令で定める基

準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければな

らない。 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令（平成１

１年政令第２７９号） 

第３条 法第１２条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、

次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額（借

入れにあっては、予定賃借料の総額）が同表下欄に定める金額を下らないことと

する。 

法第２条第５項に規

定する選定事業者が

建設する同条第１項

に規定する公共施設

等（－略－）の買入

れ又は借入れ 

 

都道府県 

千円 

５００,０００ 

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の１９第１項に規定す

る指定都市（以下この表において「指

定都市」という。） ３００,０００ 

市（指定都市を除く。） １５０,０００ 

町村 ５０,０００ 

 



‐６１‐ 

議案第１５５号 

 

   東広島市手数料条例の一部改正について 

 

 東広島市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市手数料条例（平成１２年東広島市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第３の７の項中「又は第３条の３第１項」を「、第３条の３第１項又は第３

条の４第１項」に改め、同表中２５の項及び２６の項を次のように改める。 

25 宅地造成及び特

定盛土等規制法（

昭和 36年法律第

191号）第12条第1

項本文の規定に基

づく宅地造成等に

関する工事の許可

又は同法第30条第

１項本文の規定に

基づく特定盛土等

若しくは土石の堆

積に関する工事の

許可の申請に対す

る審査 

宅地造成等

工事許可申

請手数料 

申請１

件につ

き 

500平方メートル以内のもの 14,000円 

500平方メートルを超え1,000平方

メートル以内のもの 

26,000円 

1,000平方メートルを超え2,000平

方メートル以内のもの 

38,000円 

2,000平方メートルを超え5,000平

方メートル以内のもの 

58,000円 

5,000平方メートルを超え10,000平

方メートル未満のもの 

82,000円 

26 宅地造成及び特

定盛土等規制法第

16条第1項の規定

に基づく宅地造成

等に関する工事の

計画の変更の許可

又は同法第35条第

1項の規定に基づ

く特定盛土等若し

くは土石の堆積に 

宅地造成等

工事変更許

可申請手数

料 

申請１

件につ

き 

 変更に係る

部 分 の 切

土、盛土又

は土石の堆

積をする土

地の面積に

ついて、前

項の面積の

区 分 に 応

じ、それぞ 



‐６２‐ 

 関する工事の計画

の変更の許可の申

請に対する審査（

変更に係る部分に

切土、盛土又は土

石の堆積をする土

地があるものに限

る。） 

   れ当該区分

に掲げる手

数料の額と

同一の額 

 別表第３備考５中「又は盛土」を「、盛土又は土石の堆積」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

 (1) 別表第３の７の項の改正規定及び次項の規定 生活衛生関係営業等の事業活

動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律（

令和５年法律第５２号）附則第１条本文に規定する政令で定める日又はこの条

例の公布の日のいずれか遅い日 

 (2) 別表第３の改正規定（前号に掲げる部分を除く。）及び附則第３項の規定 

広島県知事による本市の区域内における宅地造成及び特定盛土等規制法第１０

条第４項の規定による同条第１項の宅地造成等工事規制区域の指定の公示及び

同法第２６条第４項の規定による同条第１項の特定盛土等規制区域の指定の公

示がされた日 

２ 改正後の別表第３の７の項の規定は、前項第１号に掲げる規定の施行の日以後

にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされる申請に係る手数料に

ついては、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第３の２５の項及び２６の項の規定は、附則第１項第２号に掲げ

る規定の施行の日前に宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第

５５号。以下「宅地造成等規制法改正法」という。）による改正前の宅地造成等

規制法（以下「旧宅地造成等規制法」という。）第８条第１項本文（宅地造成等

規制法改正法附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる場

合を含む。）の許可を受けた宅地造成に関する工事に係る旧宅地造成等規制法第

１２条第１項の規定による変更（当該変更に係る部分に切土又は盛土の土地があ

るものに限る。）の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）の一部改正に伴い、旅館業の許可の申請

に対する審査に係る手数料に関する区分を改めるとともに、宅地造成及び特定盛土

等規制法に基づき広島県知事が宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を

指定することに伴い、これらの区域における工事の許可等の申請に対する審査に係

る手数料を定めるため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 
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議案第１５６号 

 

東広島市火災予防条例の一部改正について 

 

東広島市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

東広島市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

東広島市火災予防条例（平成１６年東広島市条例第３５号）の一部を次のように

改正する。 

第２０条第１項第４号中「キュービクル式のものにあっては、」を削る。 

第２０条の２第１項中「自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第

２条第１項第９号に規定する自動車又は同項第１０号に規定する原動機付自転車を

いう。第１２号において同じ。）をいう。以下この条において同じ。）に」を「自

動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下この

項において同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するため

のものをいう。以下この項において同じ。）を用いて」に、「及び全出力２００キ

ロワットを超えるものを除く。）をいう」を「を除く。）をいい、分離型のもの（

変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを

収納する設備であって、変圧する機能を有しないものをいう。以下この項において

同じ。）により構成されるものをいう。以下この項において同じ。）にあっては、

充電ポストを含む」に改め、同項第１号ただし書中「不燃材料で造り、又は覆われ

た外壁で開口部のないものに面するときは」を「次に掲げるものにあっては」に改

め、同号に次のように加える。 

ア 不燃材料で造られ、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの 

イ 分離型のものの充電ポスト 
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第２０条の２第１項第２号に次のただし書を加える。 

ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。 

第２０条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は、雨水等」に改め、同項

第６号中「急速充電設備」を「コネクター」に改め、同項第７号中「急速充電設備

と電気自動車等の接続部に」を「コネクターが電気自動車等に接続され、」に、「

接続部が」を「コネクターが当該電気自動車等から」に改め、同項第１１号中「緊

急停止させることができる措置を講ずる」を「緊急に停止することができる装置

を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することがで

きる箇所に設ける」に改め、同項第１２号中「自動車等」を「急速充電設備と電気

自動車等」に改め、同項第１３号中「充電用ケーブルを電気自動車等に接続するた

めの部分」を「コネクター」に改め、同項第１６号中「当該蓄電池」の右に「（主

として保安のために設けるものを除く。）」を加え、同項中第１８号を第１９号と

し、第１７号を第１８号とし、第１６号の次に次の１号を加える。 

(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池（主と

して保安のために設けるものを除く。）を内蔵しないこと。 

第２２条第１項を次のように改める。 

蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０

キロワット時を超え２０キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止

措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定める

ものを除く。以下この条及び第７９条第１項において同じ。）は、地震等により

容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造としなければならない。この場合に

おいて、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上又

は台上に設けなければならない。 

第２２条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設

ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する

基準第３に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有す

るキュービクル式のものを除く。）にあっては、建築物から３メートル以上の距

離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造られ、又は覆われた外壁で開

口部のないものに面するときは、この限りでない。 
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第２２条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第２０条の２第１項第４号」

に改める。 

第２５条第１項中「日本産業規格」の右に「（産業標準化法（昭和２４年法律第

１８５号）第２０条第１項の日本産業規格をいう。第３５条第４項において同

じ。）」を加える。 

第３５条第３項を削り、同条第４項第２号中「併せて図記号による標識を設ける

ときは、別表第２に定めるものとしなければならない」を「健康増進法（平成１４

年法律第１０３号）第３３条第２項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合におい

ては、この限りでない」に改め、同項を同条第３項とし、同項の次に次の１項を加

える。 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識を設けるとき

は、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては

国際標準化機構が定めた規格第７０１０号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合す

るものとし、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては国際標

準化機構が定めた規格第７００１号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するもの

としなければならない。 

第３５条第５項中「前項第２号」を「第３項第２号」に改める。 

第５３条第１項各号列記以外の部分中「別表第３」を「別表第２」に改め、同項

第１号ア及び第２号中「別表第３備考６エ」を「別表第２備考６エ」に改め、同条

第２項第１号及び第２号本文中「別表第３」を「別表第２」に改め、同号ただし書

中「別表第３」を「同表」に改める。 

第５４条第１項第５号中「別表第３備考５」を「別表第２備考５」に改め、同条

第２項第２号中「別表第３備考９」を「別表第２備考９」に改め、同項第３号及び

第４号中「別表第３」を「別表第２」に改める。 

第５４条の２及び第５７条第１項第６号中「別表第３」を「別表第２」に改め

る。 

第７９条第１項第１６号中「蓄電池設備」の右に「（蓄電池容量が２０キロワッ

ト時以下のものを除く。）」を加える。 

第８２条第１項中「別表第３」を「別表第２」に改める。 

別表第１中 
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「 

気 

 

体 

 

燃 

 

料 

不 

燃

以 

外 

開放式 

組込型こ
んろ・グ
リル付こ
んろ・グ
リドル付
こんろ、
キャビネ
ット型こ
んろ・グ
リル付こ
んろ・グ
リドル付
こんろ 

14キロワット以下 100 
15 

(注4) 
15 

15 
(注4) 

据置型レ
ンジ 

21キロワット以下 100 
15 

(注4) 
15 

15 
(注4) 

不
燃 

開放式 

組込型こ
んろ・グ
リル付こ
んろ・グ
リドル付
こんろ、
キャビネ
ット型こ
んろ・グ
リル付こ
んろ・グ
リドル付
こんろ 

14キロワット以下 80 0 ― 0 

据置型レ
ンジ 

21キロワット以下 80 0 ― 0 

                                   」 

を 

「 
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燃 
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燃
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開放式 

組込型こ
んろ・グ
リル付こ
んろ・グ
リドル付
こんろ、
キャビネ
ット型こ
んろ・グ
リル付こ
んろ・グ
リドル付
こんろ 

14キロワット以下 100 
15 

(注4) 
15 

15 
(注4) 

据置型レ
ンジ 

21キロワット以下 100 
15 

(注4) 
15 

15 
(注4) 

不 
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燃 

 

んろ・グ
リドル付
こんろ 

     

据置型レ
ンジ 

21キロワット以下 80 0 ― 0 

固 

 

体 

 

燃 

 

料 

不

燃

以

外 

木炭を燃料とす
るもの 

炭火焼き
器 

― 100 50 50 50 

不

燃 
木炭を燃料とす
るもの 

炭火焼き
器 

― 80 30 ― 30 

                                   」 

に改める。 

別表第２を削り、別表第３を別表第２とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

 (1) 第２５条第１項の改正規定、第３５条第３項を削る改正規定、同条第４項第

２号の改正規定及び同項を同条第３項とし、同項の次に１項を加える改正規

定、第３５条第５項、第５３条、第５４条、第５４条の２、第５７条第１項第

６号及び第８２条第１項の改正規定並びに別表第２を削り、別表第３を別表第

２とする改正規定並びに附則第６項及び第７項の規定 公布の日 

 (2) 第２０条の２第１項の改正規定（同項第４号に係る部分を除く。）、同項第

１号に次のように加える改正規定、同項第２号にただし書を加える改正規定及

び同項中第１８号を第１９号とし、第１７号を第１８号とし、第１６号の次に

１号を加える改正規定並びに次項の規定 令和５年１０月１日 

 (3) 第２０条第１項第４号、第２０条の２第１項第４号、第２２条、第７９条第

１項第１６号及び別表第１の改正規定並びに附則第３項から第５項までの規定

 令和６年１月１日 

（経過措置） 

２ 前項第２号に掲げる規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされてい

るこの条例による改正後の東広島市火災予防条例（以下「新条例」という。）第

２０条の２第１項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基
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準の適用については、なお従前の例による。 

３ 附則第１項第３号に掲げる規定の施行の際現に設置されている燃料電池発電設

備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び新条例第２２条第１項に規

定する蓄電池設備（附則第５項に掲げるものを除く。）（以下この項において「

燃料電池発電設備等」という。）又は現に設置の工事がされている燃料電池発電

設備等のうち、新条例第２０条第１項第４号（新条例第１３条の２第１項及び第

３項、第２０条第３項、第２１条第２項及び第３項並びに第２２条第２項及び第

４項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないものについては、この

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 附則第１項第３号に掲げる規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がさ

れている新条例第２２条第１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除

く。）のうち、同条第１項の規定に適合しないものについては、この規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

５ 新条例第２２条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもの

のうち、附則第１項第３号に掲げる規定の施行の際現に設置されているもの及び

同号に掲げる規定の施行の日から起算して２年を経過する日までの間に設置され

たものであって、同条の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しな

い。 

６ 新条例第３５条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫

煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する

法律（平成３０年法律第７８号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用

される健康増進法第３３条第２項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み

替えるものとする。 

７ 附則第１項第１号に掲げる規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がさ

れている新条例第３５条第２項又は第３項第２号に規定する標識と併せて設ける

図記号のうち、同条第４項の規定に適合しないものについては、当該規定にかか

わらず、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条

例の制定に関する基準を定める省令（平成１４年総務省令第２４号）の一部改正に

伴い、その使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

等について必要な事項を定めるため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

第９条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生

のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する

器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使

用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例

でこれを定める。 



‐７１‐ 

議案第１５７号 

 

   東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例及び東広島市土砂埋立行為 

の適正な実施の確保に関する条例の廃止について 

 

 東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例及び東広島市土砂埋立行為の適正な実

施の確保に関する条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

  令和５年８月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例及び東広島市土砂埋立行為 

の適正な実施の確保に関する条例を廃止する条例 

 

 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例（平成２５年東広島市条例第３６

号） 

(2) 東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例（平成２９年東広島市

条例第４８号） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、広島県知事による本市の区域内における宅地造成及び特定盛土等

規制法（昭和３６年法律第１９１号。以下「法」という。）第１０条第４項の規

定による同条第１項の宅地造成等工事規制区域の指定の公示及び法第２６条第４

項の規定による同条第１項の特定盛土等規制区域の指定の公示がされた日から施

行する。 

 （東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による廃止前の東広島市小規模土砂埋立行

為に関する条例（以下「旧小規模土砂条例」という。）第３条の許可を受けた土
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砂埋立行為（旧小規模土砂条例第２条第２号に掲げる土砂埋立行為をいう。以下

同じ。）であって、この条例の施行の際現に完了又は廃止がされていないものに

係る規制については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に旧小規模土砂条例第３条の許可を受けている者は、当

該許可に係る土砂埋立行為についてこの条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に法の規定による許可等（法第１２条第１項の許可若しくは当該許可

があったものとみなされる法第１５条第１項に規定する協議若しくは当該許可を

受けたものとみなされる同条第２項に規定する許可又は法第３０条第１項の許可

若しくは当該許可があったものとみなされる法第３４条第１項に規定する協議若

しくは当該許可を受けたものとみなされる同条第２項に規定する許可をいう。附

則第６項において同じ。）を新たに受けたときは、旧小規模土砂条例第３条の許

可に係る土砂埋立行為の完了又は廃止をしなければならない。この場合における

完了及び廃止については、旧小規模土砂条例の規定の例による。 

４ この条例の施行前にした行為並びに附則第２項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合及び前項の規定により旧小規模土砂条例の規定の例によるこ

ととされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。 

 （東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例の廃止に伴う経過措

置） 

５ 次項に定めるものを除き、この条例による廃止前の東広島市土砂埋立行為の適

正な実施の確保に関する条例（以下「旧土砂適正実施条例」という。）第３条の

許可を受けた土砂埋立行為であって、この条例の施行の際現に完了又は廃止がさ

れていないものに係る規制については、この条例の施行後も、なお従前の例によ

る。 

６ この条例の施行の際現に旧土砂適正実施条例第３条の許可を受けている者は、

当該許可に係る土砂埋立行為について施行日以後に法の規定による許可等を新た

に受けたときは、旧土砂適正実施条例第３条の許可に係る土砂埋立行為の完了又

は廃止をしなければならない。この場合における完了及び廃止については、旧土

砂適正実施条例の規定の例による。 

７ この条例の施行前にした行為並びに附則第５項の規定によりなお従前の例によ
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ることとされる場合及び前項の規定により旧土砂適正実施条例の規定の例による

こととされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

宅地造成等規制法の一部改正に伴い、東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例

又は東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例による規制の対象であ

った土砂埋立行為について、新たに宅地造成及び特定盛土等規制法等による規制の

対象となることから、これらの条例を廃止するため、この条例案を提出するもので

ある。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 

② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定

めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。


